
活動組織の皆様へ

森林･山村多面的機能発揮対策事業に係る書類への押印について

当事業に係る採択申請書、交付金交付申請書、活動実績報告書等へ押印される際には、

本来、活動組織の「代表者印」が必要となりますが、「組織印」のみを押印されている書

類が見受けられます。 

つきましては、下記の例をご確認いただき、「代表者印」の押印について、今後お間違

いのないようお願い致します。 

本書と行き違いで「組織印」を押印した交付金交付申請書を提出されていましたら、誠

に恐れ入りますが、「代表者印」を押印の上、再度ご提出をお願い致します。 

記 

 １．活動組織代表者印として認められる押印例 

  （１）活動組織代表個人の印      （２）活動組織代表の印 

      しまね森の会             しまね森の会 

      代表 島根 太郎           代表 島根 太郎  

  （３）活動組織の印＋代表個人の印 

      しまね森の会 
      代表 島根 太郎 

 ２．活動組織代表者印として認められない押印例 

  （１）活動組織の印のみ 

      しまね森の会 
      代表 島根 太郎 
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